
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 山林の草木は、適切な管理を行い、道路に張り出さないようにしましょう。 

○ 落葉樹などの落ち葉等の処理も適切に行いましょう。 

あなたの山林は、大丈夫？ 

 

 大津市役所 建設部路政課  電話：077-528-2672 

 私有地（山林等）から道路に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があり、市で

勝手に伐採することが出来ません。個人の管理責任のもとで適切な管理をお願いします。 

 私有地（山林等）からの倒木や張り出した枝等で通行中の歩行者や車両が損傷する事故が

発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。 

山林等から道路にはみ出した樹木

等は、車や歩行者の通行や視野の妨げ

になり大変危険です。人や車の往来が

少ない場所でも、誰かの迷惑になって

いるかもしれません。 

「大きな木だから・・・」、「高い場

所に生えている枝だから伐採が大

変」、という思いだけで道路にはみだ

していませんか？ 

山林から道路への樹木や草木のはみだし 

危険です！ 

 


